
住民監査請求のフロー図

請 求 書 の 提 出
↓

事務局による形式的な審査
↓

（補正を求める場合があります ）。
↓

、 。請 求 書 の 受 付 (件名番号 受付印) 写しを渡します
↓

監査委員による要件審査 （補正を求める場合があります ）。
却
下 不 適 合 適 合 受理通知
通
知

請 求 の 受 理

証拠の提出・陳述機会の付与 通知にて連絡します。
↓

実 質 審 査 (請求人に対する証拠の提出及び陳述
↓ 関係人調査等の事実調査)

監 査 結 果 の 決 定

受理後要件を欠くこ(
）とが判明した場合

容 認 棄 却

・請求人への通知 ・請求人への通知
・市長等への措置の勧告 ・監査結果の公表
・監査結果の公表

市長等からの措置の報告

・請求人への通知
・措置の報告の公表

※ 監査期間は、受付印を押印した日の翌日から起算して６０日以内です。

※ 住民訴訟については、地方自治法第242条の2に規定されています。


